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議案第４０号 

   白岡市文化財保護条例の一部を改正する条例  

 白岡市文化財保護条例（平成３１年白岡市条例第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 目次中「市指定の文化財（第１１条―第１９条）」を「市の指定及び登

録の文化財（第１１条―第２２条）」に、「第２０条」を「第２３条」に

、「第２１条」を「第２４条」に改める。  

 第６条中第８号を第９号とし、第５号から第７号までを１号ずつ繰り下

げ、同条第４号中「市指定文化財」の次に「及び市登録文化財」を加え、

「き損」を「毀損」に改め、同号を同条第５号とし、同条第３号中「市指

定文化財」の次に「及び市登録文化財」を加え、同号を同条第４号とし、

同条中第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。  

 ⑵ 文化財の登録及び抹消に関すること。  

 「第３章 市指定の文化財」を「第３章 市の指定及び登録の文化財」

に改める。 

 第２１条を第２４条とし、第４章中第２０条を第２３条とし、第１９条

中「市指定文化財」の次に「又は市登録文化財」を加え、第３章中同条を

第２２条とする。 

 第１８条第１項から第３項までの規定中「市指定文化財」の次に「又は

市登録文化財」を加え、同条第４項本文中「市指定文化財」の次に「又は

市登録文化財」を加え、「き損」を「毀損」に改め、同項ただし書中「市

指定文化財」の次に「又は市登録文化財」を加え、「き損」を「毀損」に

改め、同条を第２１条とする。 

 第１７条を第２０条とし、第１６条第１項本文中「行為」の次に「（以

下「現状変更行為」という。）」を加え、同条第２項中「同項の現状の変

更又は保存に影響を及ぼす行為」を「現状変更行為」に改め、同条を第１

８条とし、同条の次に次の１条を加える。 

 （現状変更行為の届出） 

第１９条 市登録文化財の管理者等が当該市登録文化財の現状変更行為を

しようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければ
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ならない。 

２ 教育委員会は、市登録文化財について必要があると認めるときは、前

項の規定による届出に係る現状変更行為に関し、必要な指示をすること

ができる。 

 第１５条を第１７条とし、第１４条各号列記以外の部分中「市指定文化

財」の次に「又は市登録文化財」を加え、同条第５号中「市指定無形文化

財」の次に「又は市登録無形文化財」を加え、同条第６号中「市指定文化

財」の次に「又は市登録文化財」を加え、「き損」を「毀損」に改め、同

条第７号中「市指定文化財」の次に「又は市登録文化財」を加え、同条を

第１６条とする。 

 第１３条第１項中「市指定文化財」の次に「又は市登録文化財」を加え

、同条第２項中「除く。）」の次に「又は市登録文化財（市登録無形文化

財及び市登録無形民俗文化財を除く。）」を加え、同条第３項中「市指定

文化財」の次に「又は市登録文化財」を加え、同条を第１５条とする。 

 第１２条の見出しを「（指定の解除）」に改め、同条第１項中「前条第

１項」を「第１１条第１項」に改め、同条第３項中「前条第４項」を「第

１１条第４項」に改め、同条を第１３条とし、同条の次に次の１条を加え

る。 

 （登録の抹消） 

第１４条 教育委員会は、第１２条第１項の規定により登録された市登録

文化財がその保存及び活用のための措置を講ずる必要がなくなったとき

その他特別な事由があるときは、その登録を抹消することができる。  

２ 前条第２項から第６項までの規定は、前項の規定による登録の抹消に

ついて準用する。この場合において、前条第２項中「市指定無形文化財

」とあるのは「市登録無形文化財」と、同条第３項及び第５項中「指定

の解除」とあるのは「登録の抹消」と、同条第４項から第６項までの規

定中「市指定文化財」とあるのは「市登録文化財」と、同条第４項中「

指定を」とあるのは「登録を」と、「指定は」とあるのは「登録は」と

、同条第６項中「指定書」とあるのは「登録書」と読み替えるものとす

る。 
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 第１１条の次に次の１条を加える。 

 （登録） 

第１２条 教育委員会は、市内にある文化財のうち保存及び活用のための

措置が必要と認められるものを市登録有形文化財、市登録無形文化財、

市登録民俗文化財（有形のものを市登録有形民俗文化財に、無形のもの

を市登録無形民俗文化財に区別する。）又は市登録記念物（以下これら

を「市登録文化財」という。）に登録することができる。  

２ 前条第２項から第５項までの規定は、前項の規定による文化財の登録

について準用する。この場合において、前条第２項及び第４項の規定中

「指定」とあるのは「登録」と、同条第３項中「市指定無形文化財」と

あるのは「市登録無形文化財」と、「指定に」とあるのは「登録に」と

、同条第５項中「による指定」とあるのは「による登録」と、「市指定

文化財」とあるのは「市登録文化財」と、「指定書」とあるのは「登録

書」と読み替えるものとする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

  令和４年６月２日提出 

 

白岡市長 藤井 栄一郎   

 

      提 案 理 由 

 文化財保護法の一部改正に伴い、文化財としての価値に鑑み保存及び活

用のための措置が特に必要とされるものを市登録文化財として登録し、文

化財の保存活用の促進を図るため、本条例改正の必要を認め、この案を提

出するものである。 


